
交付図書の訂正について 
 
 

 令和６年３月２８日付で入札公告を行った「令和５年度 携帯電話機レンタル及び FMC

サービス導入」について、別添のとおり訂正します。 

 なお、当社ホームページ掲載の入札公告についても、同日付で訂正したものに改めてお

りますので、再度、入札公告をご確認ください。 

 
令和６年４月２４日 

 

         契約責任者  

         東日本高速道路株式会社 

         代表取締役社長 由木 文彦 

 
 
 （訂正内容） 
 ・入札公告 
 ・入札公告（説明書）  

 ・入札公告（説明書）（別紙）総合評価基準 

 ・仕様書 

 

 ※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。 



 
 

別 紙 

記載内容を次のとおり訂正します。 

訂正前 訂正後 

【入札公告】 

3 入札に必要な書類の提出場所等 

（2）入札説明書等（仕様書を含む）の交付方法 

①交付期間 令和6年3月28日から令和6年4月25日までとする。 

 

（3）競争参加資格確認申請書類の提出方法及び提出期限 

②提出期限 令和6年4月25日 16時 

 

（4）入札に必要な書類の提出方法及び提出期限5 

②提出期限 令和6年5月31日 16時 

 

（5）開札の日時及び場所 

①日時 令和6年6月10日 10時 

 

５ Summary 

(7)Time-limit for the submission of application forms and relevant documents 

for the qualification: 4:00 P.M. 25 April, 2024 

 

(8)Time-limit for the submission of tender 4:00 P.M. 31 May, 2024 

 

 

 

【入札公告】 

3 入札に必要な書類の提出場所等 

（2）入札説明書等（仕様書を含む）の交付方法 

①交付期間 令和6年3月28日から令和6年5月21日までとする。 

 

（3）競争参加資格確認申請書類の提出方法及び提出期限 

②提出期限 令和6年5月21日 16時 

 

（4）入札に必要な書類の提出方法及び提出期限5 

②提出期限 令和6年6月20日 16時 

 

（5）開札の日時及び場所 

①日時 令和6年6月28日 11時 

 

５ Summary 

(7)Time-limit for the submission of application forms and relevant documents 

for the qualification: 4:00 P.M. 21 May, 2024 

 

(8)Time-limit for the submission of tender 4:00 P.M. 20 June, 2024 

 

 

 



 
 

訂正前 訂正後 

      

        

 

        

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

訂正前 訂正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

訂正前 訂正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

訂正前 訂正後 

【（別紙）総合評価基準】 

実績表明書（評価_様式１） 

≪記載上の注意事項≫ 

・ 総合評価基準 3.(1)の評価項目の内容を満たす実績を記載すること。 

・ 記載した履行実績の内容を確認できる以下の①～③の書類（写し）をすべて提出するこ

と。 

  ① 契約実績を確認できる書類（契約書等） 

  ② ①の契約における業務内容を確認できる書類（仕様書等） 

  ③ ②の業務が完了していることを確認できる書類（完了届等） 

   ※競争参加資格確認申請書の提出期限日において、携帯電話機及びＦＭＣサービス

のサービス提供業務を履行中の場合は、当該サービス提供が１年間以上継続している

ことを確認できる書類（履行報告書・請求書等）を提出すること。 

・ 上記①～③の書類のいずれかの提出がない、又は提出書類により、契約し、完了したこ

とが確認できない場合は、履行実績として認めない。 

・ 令和元年度より前に履行が完了している場合は、実績として認めない。 

・ 携帯電話機の納品及びサービス提供業務とＦＭＣサービスの導入及びサービス提供業

務を、それぞれ別々に履行した実績でも可とする。ただし、そのいずれも履行実績が認め

られる場合のみ１件の実績として評価の対象とする。 

 

・ 記載した履行実績の業務内容が、携帯電話機の納品及びサービス提供業務を含む場合

は「携帯電話」を、ＦＭＣサービスの導入及びサービス提供業務を含む場合は「ＦＭＣ」を、

いずれの業務内容を含む場合は両方を「○」で囲むこと。 

・ 携帯電話機の納品及びサービス提供業務の履行実績における携帯電話機は、スマート

フォンでも可とし、納品についてはレンタル、購入を問わない。 

・ 提出書類の契約先の情報については、黒塗りして提出しても良い。 

 

【（別紙）総合評価基準】 

実績表明書（評価_様式１） 

≪記載上の注意事項≫ 

・ 総合評価基準 3.(1)の評価項目の内容を満たす実績を記載すること。 

・ 記載した履行実績の内容を確認できる以下の①～③の書類（写し）をすべて提出するこ

と。 

  ① 契約実績を確認できる書類（契約書等） 

  ② ①の契約における業務内容を確認できる書類（仕様書等） 

  ③ ②の業務が完了していることを確認できる書類（完了届等） 

   ※競争参加資格確認申請書の提出期限日において、携帯電話機及びＦＭＣサービス

のサービス提供・保守業務を履行中の場合は、当該サービス提供・保守業務が１年間

以上継続していることを確認できる書類（履行報告書・請求書等）を提出すること。 

・ 上記①～③の書類のいずれかの提出がない、又は提出書類により、契約し、完了したこ

とが確認できない場合は、履行実績として認めない。 

・ 令和元年度より前に履行が完了している場合は、実績として認めない。 

・ 「携帯電話機 400 台以上の納品及び１年間以上の通信サービスの提供・保守業務」と「既

存のＰＢＸを活用したＦＭＣサービスの環境構築及び１年間以上のＦＭＣサービスの提供・

保守業務」を、それぞれ別々に履行した実績でも可とする。ただし、そのいずれも履行実

績が認められる場合のみ１件の実績として評価の対象とする。 

・ 記載した履行実績の業務内容が、携帯電話機の納品及び通信サービス提供・保守業務

を含む場合は「携帯電話」を、ＦＭＣサービスの環境構築及びＦＭＣサービスの提供・保守

業務を含む場合は「ＦＭＣ」を、いずれの業務内容を含む場合は両方を「○」で囲むこと。 

・ 携帯電話機の納品及び通信サービス提供・保守業務の履行実績における携帯電話機

は、スマートフォンでも可とし、納品についてはレンタル、購入を問わない。 

・ 提出書類の契約先の情報については、黒塗りして提出しても良い。 

 



 
 

訂正前 訂正後 

【仕様書】 

 

１-4. 契約期間  

本契約の契約期間は、契約締結日の翌日から令和１１年 10 月 31 日までとする。 

 

１-5. レンタル期間等  

本仕様書 1-3（1）及び（3）のレンタル等の期間は以下のとおりとする。  

令和 6 年 10 月 1 日から令和１１年 9 月 30 日まで（60 ヶ月） 

 

１-6. 納入期限  

受注者は、本仕様書 1-3.（1）に記載の携帯電話機の納入・設置、（２）に記載の FMC 

サービスの環境構築に伴う作業、本仕様書３に記載の成果品の納入を令和 6 年 9 月 17 

日までに完了させるものとする。  

 

１-7. レンタル期間満了後の機器の回収等  

受注者は、発注者に対し、令和 11 年 9 月 18 日までに回収時期を通知のうえ、本仕

様書 1-5.に定める期間の満了後、携帯電話機を回収するものとする。 

 

【仕様書】 

 

１-4. 契約期間  

本契約の契約期間は、契約締結日の翌日から令和１１年 11 月 30 日までとする。 

 

１-5. レンタル期間等  

本仕様書 1-3（1）及び（3）のレンタル等の期間は以下のとおりとする。  

令和 6 年 11 月 1 日から令和１１年 10 月 31 日まで（60 ヶ月） 

 

１-6. 納入期限  

  受注者は、本仕様書 1-3.（1）に記載の携帯電話機の納入・設置、（２）に記載の FMC 

サービスの環境構築に伴う作業、本仕様書３に記載の成果品の納入を令和 6 年 10 月 

15 日までに完了させるものとする。  

 

１-7. レンタル期間満了後の機器の回収等  

受注者は、発注者に対し、令和 11 年 10 月 18 日までに回収時期を通知のうえ、本仕

様書 1-5.に定める期間の満了後、携帯電話機を回収するものとする。 

 

 


